
               負傷動物の治療フロー 

 

 
負傷猫発見 

飼い主が

いると思

われる場

合。 

飼い主が

いないと

思われる

場合。 

保健所、又

は警察で

で収容す

る。 

担当職員が治

療するかの判

断をする。 

治療後にそ

の猫を飼い

たい人がい

る場合。 

指定動物

病院で治

療する。

 

治療費の

一部を補

助する。 

治 療 後 に

そ の 猫 を

放す場合。 

治療しな

い。 

残りの治療費は飼主

となる人が負担する。 

犬については保健所、

又は警察で収容。 

指定動物

病院で治

療する。

 

治療が必要な

場合。 

担当職員が治

療するかの判

断をする。 


